
第７回 県立病院法人化委員会を開催

１月１３日（木）に第７回法人化委員会を開催し、山口県立病院機構中期計画（素
案）及び業務方法書（案）について御審議いただきました。
なお、今回から、理事長予定者である前川氏に委員に加わっていただきました。

※ 法人化委員会の具体的な資料は、医務保険課のホームページに掲載しています。

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/ a15100/dokuhouka/houzinkaiinkai.html

中期計画（素案）について
◇ 概 要
第１ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上
１ 医療の提供
（１）県立病院として積極的に対応すべき医療の充実
〈総合医療センター〉
□救急医療 重篤患者の常時受入
□周産期医療 高度・専門的な医療の提供、高度生殖医療の推進
□へき地医療 巡回診療及び代診医派遣、総合医の育成支援
□災害医療 医療体制の整備、災害時の医療救護活動
□感染症医療 医療体制の整備、感染症発生時の迅速・確実な対応
□専門医療・急性期医療
・固形がん、血液がんに対する集学的治療、緩和ケア医療の充実
・脳卒中に対する診療科横断的な治療
・急性心筋梗塞に対する診療科横断的な治療
・糖尿病地域連携パスの作成・運用
・人工関節センターにおける高度治療

〈こころの医療センター〉
□精神科救急・急性期医療及び重症患者への対応
□専門外来等の充実
□認知症医療ネットワークの構築
□司法精神医療への取組
その他、中期目標に対応した取組を掲げています。

◇ 委員からの主な意見
○全体として、中期目標に対する内容となっている。
○年度ごとの取組については、優先順位を踏まえて検討する必要がある。
これらの意見を踏まえ、さらに検討を進めることとしました。

業務方法書（案）について
業務方法書とは、法人の目的、基本方針、業務内容が記載され、定款に規定する

業務を補足する形でまとめたもので、法人の業務開始の際に作成し、知事の認可を
受けることとなっています。
先行団体の例などを示しながら案を説明したところ、特に意見はありませんでした｡

Ｎｅｗｓ Ｌｅｔｔｅｒ （職員向け独法化情報紙）
～山口県立病院の独法化について～ （第1９号：H2３年１月発行）

県では、平成２３年４月の県立病院の地方独立行政法人化に向けて準備を

進めています。

今号では、１月に開催した第７回法人化委員会及び第３回評価委員会の

状況についてお知らせします。



第３回 地方独立行政法人山口県立病院機構評価委員会を開催

○ １月１４日（金）に第３回評価委員会を開催しました。

審議概要

１ 報告事項
事務局から、１１月に実施した第２

回委員会の概要を報告しました。

２ 地方独立行政法人山口県立病院機構
の中期計画（素案）について
事務局から中期計画（素案）につい

て説明した後、審議が行われました。

◆委員からの主な意見
・中期目標に対する中期計画の内容
としては、ほぼ妥当なものとなっている。

・中期計画には、できることを定め、評価項目・指標は厳選されたい。
・適切な指標の選定について、さらに検討を進めること。
・中期計画の内容については、職員の意見を聴くこと。

３ 地方独立行政法人山口県立病院機構の業務方法書（案）について
事務局から、業務方法書（案）について説明した後、審議が行われ

ました。
委員からは特に質問・意見はありませんでした。

※中期計画（案）及び業務方法書（案）については、次回委員会で、委員会の
意見がとりまとめられる予定です。

４ その他
次回委員会は、２月２３日（水）午前１０時から開催予定とされました。

※ 評価委員会の具体的な内容は、医務保険課のホームページに掲載しています。

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/ a15100/dokuhouka/hyoukaiinkai.html

Ｎｅｗｓ Ｌｅｔｔｅｒ

～山口県立病院の独法化について～第１９号
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《御意見をお寄せください》

県では、県立病院の独法化に関して、職員の皆さん

の御意見を受け付けています。皆さんからいただいた

御意見・御質問は、できる限りこのニューズレター等

を通じてお答えするとともに、法人化委員会において

報告するなど、検討に活かしていきますので、忌憚の

ない御意見をお寄せ下さい。

(提出先 :：各病院事務局に設置の独法化意見箱)


